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地方公共団体実行計画の概要
再掲
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地方公共団体実行計画(区域施策編)の構成

地方公共団体実行計画(区域施策編)の一般的な目次構成は下記です。

＜目次＞

第1章 区域施策編策定の背景・基本的事項

第2章 区域施策編の計画期間・推進体制

第3章 地域特性

第4章 温室効果ガス排出量の推計

第5章 温室効果ガス削減目標

第6章 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策

第7章 地域脱炭素化推進事業に関する内容

第8章 区域施策編の実施及び進捗管理

※各章の記載内容(案)やポイントは次のページ以降でご説明します

• 国や北海道の公表情報、自団体の関連計画や他部局
が有する情報等を活用し、時間をかけすぎずに作成する
ことがポイントです。

• 計画の実行性/実効性を担保するために、民間事
業者(例：再エネ設備設置事業者)等と連携し、
時間を十分にかけて検討することがポイントです。
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第1章 区域施策編策定の背景・基本的事項

国や北海道の公表情報等を基に、区域施策編策定の背景や基本的事項を整理します。

＜構成(案)＞

第1章 区域施策編策定の背景・基本的事項

１．基本的事項

(1)本計画の位置づけ

(2)対象とする温室効果ガス

(3)算定対象分野

２．区域施策編策定の背景

(1)気候変動の影響

(2)地球温暖化対策を巡る国際的な動向

(3)地球温暖化対策を巡る国内の動向

(4)地球温暖化対策を巡る北海道の動向

(5)●●市町村における地球温暖化対策のこれまでの取組や今後の取組方針

• 計画策定の根拠（地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第3
項）や対象とする温室効果ガス・分野を整理します。

• 気候変動や地球温暖化対策の国内外の動向を公表情報(国の計画、白
書等)を基に整理します。

• 北海道の動向を公表情報(北海道環境基本計画、ゼロカーボン北海道推
進計画等)を基に整理します。

• 自団体のこれまでの取組を「エネルギー供給(再エネ)」「エネルギー需要(省エ
ネ)」「需要・供給の複合(地域新電力設立等)」「非エネ(農業の脱炭素化、
フロン排出抑制等)」「土地利用・吸収源(森林整備等)」「横断的施策」等
の視点で整理します。

• また、自団体の地域課題を整理します。
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第2章 区域施策編の計画期間・推進体制

区域施策編の計画期間と、計画策定後の庁内の推進体制を整理します。

＜構成(案)＞

第2章 区域施策編の計画期間・推進体制

１．計画期間

２．推進体制

• 区域施策編の基準年度(2013年
度当)、目標年度、計画期間を整理
します。

 表▲ ●●市町村における基準年度、目標年度及び計画期間 

平成 

25 
・・・ 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年  

令和 

６年  
・・・ 

令和 

12 

2013 ・・・ 2020 2021 2022 2023 2024 ・・・ 2030 

基準年度  ・・・ 現状年度 

※ 

 策定年度 対策・施策の進捗把握 

定期的に見直しの検討 

目標年度 

計画期間 

※現状年度は、排出量を推計可能な直近の年度を指します。 

(イメージ)

• 区域施策編の推進にあたっては、すべての部局が参画する横断的な庁内体制の構築が重要です。

表▲ ●●市町村における区域施策編の推進体制（役割） 

 部署名・役職名 役割 備考 

本部長 町長 全体統括 事務局（○○課）と綿密に調整 

事務局 ○○課 事務全般 本部長指示のもと庁内を統括 

 △△課 ××部門担当  

 △△課 ××部門担当  

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

 

(イメージ) (イメージ)

図▲ ●●市町村における区域施策編の推進体制
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第3章 地域特性

国や北海道の公表情報、庁内の他部局が有する情報を活用し、自団体の地域特性を整理します。

＜構成(案)＞

第3章 地域特性

１．基本的事項

(1)地域の概要

(2)気候概況

(3)人口と世帯数

(4)土地利用

(5)産業

(6)交通

(7)廃棄物

• 自団体の自然的・社会的条件を踏まえた地域特性を整理します。
• 国や北海道の公表情報を活用するとともに、関係部局が有する情報・既存の計画等を活用すること
で、円滑な作成が可能になります。

(例)
✓ (1)地域の概要 ：総合計画(企画系部局)、都市計画マスタープラン(都市開発系部局)
✓ (2)気候概況 ：●●地方気象台ホームページ
✓ (3)人口と世帯数：総合戦略(企画系部局)
✓ (4)土地利用 ：都市計画マスタープラン(都市開発系部局)
✓ (5)産業 ：産業振興計画(産業・経済系部局)
✓ (6)交通 ：交通計画(公共交通系部局)
✓ (7)廃棄物 ：一般廃棄物処理基本計画(環境・資源循環系部局)
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第4章 温室効果ガス排出量の推計

自治体排出量カルテ(環境省)等を活用し、温室効果ガス排出量の現況推計を行います。

＜構成(案)＞

第4章 温室効果ガス排出量の推計

１．北海道の温室効果ガス排出量

２．●●市町村の温室効果ガスの現況推計

(1)最新年度の温室効果ガスの推計結果

(2)温室効果ガスの推計結果

1)概要

2)部門別の傾向

①産業部門

②業務その他部門

③家庭部門

④運輸部門

⑤廃棄物分野

• 自治体排出量カルテ(環境省)や北海道の動向を公表情報(北海道
環境基本計画、ゼロカーボン北海道推進計画等)を基に整理します。

• 自治体排出量カルテ(環境省) を基に整理します。
• 本項目は、温室効果ガス排出量の現況を基に傾向を把握するための
項目であることから、必要以上に詳細な調査・分析を行う必要はありま
せん。

<参考>
自治体排出量カルテ(環境省)
自治体排出量カルテ｜環境省 地方公共団体実行計画策定・実施
支援サイト (env.go.jp)

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/karte.html
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第5章 温室効果ガス削減目標

地方公共団体実行計画(区域施策編)の一般的な目次構成は下記です。

＜構成(案)＞

第5章 温室効果ガス削減目標

１．2030年度の目標（中期目標）

２．2050年度の目標（長期目標）

３．再エネ導入目標

• 国や北海道の目標を勘案し、自団体の2030年度・2050年度の温
室効果ガスの削減目標を定めます。

• 国では、2013年度対比で2030年度に46%削減、2050年までに
カーボンニュートラルの実現を目標にしています。

• また、北海道では、2013年度対比で2030年度に48%削減、
2050年までにカーボンニュートラルの実現を目標にしており、2030年
度時点で国を上回る目標値を設定しています。

• 2030年度・2050年度の目標達成に向けた再生可能エネルギーの
導入目標を設定します。

• 導入目標は、「太陽光発電、風力発電、バイオマス発電」等の種別で
設定することが理想的です。

本章で設定した目標を実現するための具体的な取組を、
「第6章 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策」で整理します。
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第6章 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策

民間事業者(例：再エネ設備設置事業)等と連携し、施策の検討を行います。

＜構成(案)＞

第6章 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策
１．区域の各部門・分野での対策とそのための施策
(1)再生可能エネルギーの導入促進
1)再生可能エネルギーの導入促進
2)再生可能エネルギーの利活用促進
3)● ● ● ● ●

(2)区域の事業者・住民の活動促進

1)省エネルギー行動の推進
2)環境配慮型建築物の普及促進
3)● ● ● ● ●

(3)地域環境の整備

1)環境負荷の低い交通・運輸への転換促進
2)自家用車仕様に伴う環境負荷低減
3)● ● ● ● ●

(4)循環型社会の形成

1)家庭ごみの減量化・資源化の推進
2)事業系ごみの減量化・資源化の推進
3)● ● ● ● ●

• 自団体で既に実施している地域脱炭素の取組や既存計画等との
整合を図りつつ、前章で設定した2030年度・2050年度の目標を
実現するための施策を検討します。

• 計画の実行性/実効性を担保するために、十分に時間をかけて検
討することがポイントです。

• 施策は「この取組ができそう」「この取組が自団体の地域特性に合い
そう」という視点で検討を開始します。

• 施策の実現可能性や自団体の地域特性との相性等は、民間事
業者(例：再エネ設備設置事業者)等と連携し、意見交換・情報
交換を行うことで、検討が深まります。

＜可能な範囲での追加の検討事項＞
• 脱炭素の取組は地域課題を解決するための「手段」であることから、
取組と地域課題の整理を行います。
✓ (例)レジリエンス向上のために、太陽光＋蓄電池を導入
✓ (例)観光客によるごみを有効活用するために廃棄物系バイオマ
ス発電を導入

• 事業実施に向けた財源確保の方法を検討することで、事業実施に
向けた具体性が高まります。財源については、自団体単費だけでな
く、国や北海道の補助メニューの活用も積極的にご検討ください。
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第7章 地域脱炭素化推進事業に関する内容
第8章 区域施策編の実施及び進捗管理

地方公共団体実行計画(区域施策編)の一般的な目次構成は下記です。

＜構成(案)＞

第7章 地域脱炭素化推進事業に関する内容

１．促進区域の設定に関する●●県基準

２．地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項

（１）地域脱炭素化促進事業の目標

（２）地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（促進区域）

（３）促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の

種類及び規模

（４）地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う

地域の脱炭素化のための取組

（５）地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき取組

１）地域の環境保全のための取組

２）地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

• 区域施策編の内容と関連する取組を整理します。

＜構成(案)＞

第8章 区域施策編の実施及び進捗管理

１．実施

２．進捗管理・評価

３．見直し

• 区域施策編の実施方針、進捗管理・評価手法、
見直し方針等（PDCAサイクル等）を整理します。
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実行計画を策定（改定）するにあたって留意いただきたいこと

●実行を見据えた（計画の策定に留まらない）実行計画の策定

✓脱炭素を通じて地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させるという
視点で計画を策定する

✓庁内の部門が横断的に連携しながら、各施策に脱炭素の視点を取り入れ
る

✓民間事業者や金融機関、地域住民等の地域のステークホルダーを巻き込
みながら計画を策定し施策を実施する

✓委託事業者に任せっきりにせず、自治体職員自身も地域にとって何がベス
トなのか考えながら、一緒に計画を策定する

再掲
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<参考>地方公共団体実行計画の策定状況

環境省HPにて、地方公共団体実行計画の策定状況を公表しています。
策定済み自治体の書きぶりを参考にすることで、具体的なイメージが沸きます。

北海道の地方公共団体実行計画の策定・取組状況（環境省）
北海道の地方公共団体実行計画の策定・取組状況｜環境省 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト (env.go.jp)

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei/01.html
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<参考>地方公共団体実行計画の策定状況

環境省HPにて、地方公共団体実行計画の策定状況を公表しています。
策定済み自治体の書きぶりを参考にすることで、具体的なイメージが沸きます。

北海道の地方公共団体実行計画の策定・取組状況（環境省）
北海道の地方公共団体実行計画の策定・取組状況｜環境省 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト (env.go.jp)

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei/01.html
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<参考>地方公共団体実行計画の策定状況
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